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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月20日(2009.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む半導体集積回路装置の製造方法：
　（ａ）その１面に複数の配線パターン、複数のパッド及びレジスト層を有し、前記配線
パターンは、前記レジスト層に覆われ、前記パッドは、前記レジスト層から露出した配線
基板を準備する工程；
　（ｂ）前記配線基板を３次元測定することにより、以降の工程でそれぞれの前記パッド
に形成された半田の実際の高さを測定するための測定基準面を前記パッド上に設定する工
程；
　（ｃ）前記（ｂ）工程の後に、前記配線基板の前記１面に半田を印刷し、それぞれの前
記パッドの上に半田パターンを形成する工程；
　（ｄ）前記（ｃ）工程の後に、前記測定基準面を基準にして、前記半田パターンの高さ
を検査する工程；
　（ｅ）前記（ｄ）工程の後に、それぞれの前記半田パターンの上に、対応した回路部品
を搭載する工程。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体集積回路装置の製造方法において、
　前記測定基準面は、前記レジスト層の上面である。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体集積回路装置の製造方法において、
　前記レジスト層は、第１部分と第２部分とを有し、前記第１部分と前記第２部分はそれ
ぞれ前記パッドの上面から異なる高さであって、前記測定基準面は、前記異なる高さを含
む。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体集積回路装置の製造方法において、
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　前記回路部品は、半導体パッケージを含む。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体集積回路装置の製造方法において、
　前記半導体パッケージは複数のリードを有し、
　前記（ｅ）工程は、前記配線基板の前記パッドに、前記半導体パッケージの前記リード
を熱処理によって半田付けすることを含む。
【請求項６】
　以下の工程を含む半導体集積回路装置の製造方法：
　（ａ）配線基板上に半田を印刷する工程；
　（ｂ）前記配線基板上に印刷された半田を検査する工程；
　（ｃ）前記配線基板上に印刷された半田上に回路部品を搭載する工程、
　前記（ｂ）工程は、３次元検査と２次元検査を含み、前記３次元検査と前記２次元検査
とは、光源の切り替えが可能な共通のカメラを用いて実行され、前記３次元検査と前記２
次元検査との間で異なる光の照射を可能とすることにより、前記共通のカメラによって撮
像された画像を用いて前記半田の検査を行う。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体集積回路装置の製造方法において、
　前記２次元検査は、前記３次元検査の後に実行される。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体集積回路装置の製造方法において、
　前記共通のカメラは、ＣＭＯＳエリアカメラである。
【請求項９】
　請求項７に記載の半導体集積回路装置の製造方法において、
　前記光源はＬＥＤ照明ランプである。
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